
■問合せ　住民課国保医療グループ（資格・給付）☎74‐3002
　　　　　税務財政課税務グループ（賦課・納税）☎74‐3003

■平成27年度からの新しい税率等

■所得が少ない世帯への国民健康保険税の軽減
　世帯の総所得金額が、次の基準以下の世帯については、「均等割額」と「平等割額」が軽減されます（世
帯主の所得は、国民健康保険に加入・未加入にかかわらず所得判定の対象になります）。この軽減を受ける
には、前年分の所得を申告していることが必要です。


